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    告     示 

和歌山県告示第116号 

 和歌山県情報公開条例（平成13年和歌山県条例第2号）第37条の規定に基づき、平成23年度における公

文書の開示についての実施状況を次のとおり公表する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 公文書の開示の請求件数並びに公文書の全部開示、部分開示及び非開示の決定件数 

開示請求の件数 

決  定  件  数 

開   示 
非開示 不存在 

存否応 

答拒否 全部 部分 計 

12,787 9,923 2,454 12,377 29 242 23 

 請求件数のうち、116件は請求取下げ 
 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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2 不服申立ての件数及びその処理状況 

不服申立ての件数 
処   理   状   況 

全部認容 一部認容 棄 却 却 下 取下げ 審査中 その他 

28（2） 0 0 2（2） 0 0 26 0 

 ( )の数字は、平成22年度の不服申立てであって、平成23年度まで審査が及んだもの 
 

3 公文書の開示の申出件数及びその処理状況 

開示申出の件数 

処   理   状   況 

開   示 
非開示 不存在 

存否応 

答拒否 全部 部分 計 

531 507 17 524 2 4 0 

 申出件数のうち、1件は申出取下げ 

 

和歌山県告示第117号 

 和歌山県個人情報保護条例（平成14年和歌山県条例第66号）第60条の規定に基づき、平成23年度におけ

る同条例の運用状況を次のとおり公表する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 個人情報取扱事務の登録件数 

 1,991件 

2 保有個人情報の請求及び決定件数 

（1）開示 

 決  定  件  数 

開示請求の件数 開   示 
非開示 不存在

存否 

応答 

拒否 全部 部分 計 

860 669 28 697 1 159 0 

 請求件数のうち、3件は請求取下げ 
 

（2）訂正及び利用停止 

訂正請求の件数 

決   定   件   数 
利用停

止請求

の件数

決   定   件   数 

訂   正 
非訂正

利 用 停 止 非利用

停 止全部 部分 計 全部 部分 計 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3 簡易開示の件数 

 2,806件 

4 不服申立ての件数及びその処理状況 

不服申立ての件数 
処   理   状   況 

全部認容 一部認容 棄 却 却 下 取下げ 審査中

1 0 0 0 0 0 1 

 

和歌山県告示第118号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があったの

で、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え
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置いて、平成25年3月15日まで縦覧に供する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請年月日 

 平成25年1月15日 

2 名称 

 特定非営利活動法人きのくに福祉会 

3 代表者の氏名 

 小西一夫 

4 主たる事務所の所在地 

 和歌山県岩出市根来588番地の7 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、「地域とともに」をスローガンにすべての人々に対して介護、福祉、人材育成に関する

事業を行い地域福祉に寄与することを目的とする。 

 

和歌山県告示第119号 

 和歌山県青少年健全育成条例（昭和53年和歌山県条例第36号）第13条第1項の規定により、有害図書等

として、次のものを平成25年1月17日指定した。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

種 別 図  書  等  名 コード番号 発 行 所 名 

月 刊 誌 裏モノJAPAN 2月号 01805-2 鉄人社 

月 刊 誌 黄金のGT 2月号 12259-02 晋遊舎 

月 刊 誌 弾丸DASH vol.12 02060-02 晋遊舎 

月 刊 誌 BLACK BOX 2月号 17843-2 サン出版 

月 刊 誌 EXciter 1月号 01977-01 サン出版 

月 刊 誌 BLACKザ・タブー VOL.7 68466-04 ミリオン出版 

月 刊 誌 特選大報 2月号増刊 15192-02 ジーオーティー 

月 刊 誌 増刊大衆 1月29日号 20436-1/29 双葉社 

月 刊 誌 Yha!Hip&Lip 2月号 08877-2 ワニマガジン社 

雑 誌 金のEX SPECIAL 2013初春号 68466-10 大洋図書 

雑 誌 週刊大衆ヴィーナス 1月25日号 20437-1/25 双葉社 

雑 誌 週刊実話ザ・タブー 2月1日号 20327-2/1 日本ジャーナル出版 

雑 誌 タトゥー・トライバル vol.53 67788-54 富士美出版 

コミック GUSHガッシュ 2月号 12467-2 海王社 

コミック drapドラ 2月号 16695-02 コアマガジン 

 

 指定理由 
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 著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若

しくは著しくこれを助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。 

 

和歌山県告示第120号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条の規定（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規定にお

いてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した施術機関から廃止の届出があったので、次

のとおり告示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指 定 

番 号 
氏   名 名     称 所  在  地 

廃 止

年月日

海南柔 

14-63 

岡本光司 岡本整骨院 海南市船尾194-96 平成 

19.11.13

 

和歌山県告示第121号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第84条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を次のと

おり取り消したので、同法第85条の規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 
事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

取 消 

年月日 

30714009

27 

株式会社紀和 紀和苑居宅介護支援事業

所 

和歌山県海南市下津町下

津828-1 

居宅介護支援 平成 

25.1.25 

 

和歌山県告示第122号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第77条第1項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の

指定の一部の効力を停止したので、同法第78条の規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 

サービスの

種   類
処分内容 

停止期間 
(処分年月日)

30714008

28 

株式会社紀和 紀和苑デイサ

ービスセンタ

ー下津 

和歌山県海南市下津町

下津828-1 

通所介護 （1）1か月の間、

介護給付費の請

求の上限を5割

とする。 

（2）1か月の間、

新規利用者に係

る介護給付費の

請求を全額不可

とする。 

平成25年2月1

日から同月28

日まで 

（平成24年12

月28日） 

 

和歌山県告示第123号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第46条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者を次のとおり指

定したので、同法第85条第1号の規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 
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和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 
事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期間の
満 了 の 日

30715005

36 

有限会社丸吉呉服店 居宅介護支援事業所

日向 

有田市宮原町新町489 居宅介護支援 平成 

25.1.1 

平成 

30.12.31 

30724010

64 

社会福祉法人高瀬会 南紀ケアプランセン

ター串本 

東牟婁郡串本町串本25

6番地 

居宅介護支援 平成 

25.1.1 

平成 

30.12.31 

 

和歌山県告示第124号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項及び第53条第1項の規定により指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の

規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期間の
満 了 の 日

30714010

16 

和歌山高齢者生活協

同組合 

ケアセンターおたっ

しゃ倶楽部海南事業

所 

海南市藤白169 訪問介護・介

護予防訪問介

護 

平成 

24.12.1 

平成 

30.11.30 

30718003

57 

株式会社O・K・Dウ

ェルフェア 

ヘルパーステーショ

ンえんがわ 

岩出市中島1081番地の

18 

訪問介護・介

護予防訪問介

護 

平成 

24.12.1 

平成 

30.11.30 

30622901

54 

株式会社明和 訪問看護ステーショ

ンたいよう 

田辺市下万呂588-1 

フロムドットビル1F10

3号 

訪問看護・介

護予防訪問看

護 

平成 

24.12.1 

平成 

30.11.30 

30710009

41 

株式会社アイガアル デイサービス愛があ

る伏原 

橋本市高野口町伏原73

4番地の1 

通所介護・介

護予防通所介

護 

平成 

24.12.1 

平成 

30.11.30 

30725008

08 

合同会社明神介護 明神介護サービス 東牟婁郡古座川町明神

459 

訪問介護・介

護予防訪問介

護 

平成 

25.1.1 

平成 

30.12.31 

30725008

16 

社会福祉法人高瀬会 高瀬会訪問介護ステ

ーション串本 

東牟婁郡串本町串本25

6番地 

訪問介護・介

護予防訪問介

護 

平成 

25.1.1 

平成 

30.12.31 

30716011

69 

株式会社TSUCHIYA リハビリデイサー

ビスはなさか 
有田郡有田川町天満68

-2 

通所介護・介

護予防通所介

護 

平成 

25.1.1 

平成 

30.12.31 

 

和歌山県告示第125号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項、第46条第1項及び第53条第1項の規定により指定居宅

サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、

同法第78条第1号、第85条第1号及び第115条の10第1号の規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 
事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期間の
満 了 の 日
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30715005

28 

一心の郷株式会社 それいゆ 有田市古江見74番地1 訪問介護・居

宅介護支援・

介護予防訪問

介護 

平成 

24.12.1 

平成 

30.11.30 

 

和歌山県告示第126号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第50条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指

定を取り消したので、同法第51条の規定に基づき公示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事 業 所 

番  号 
事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 

障 害 福 祉 

サービスの種類 

取 消 

年月日 

3011800

194 

株式会社たらちね 就労支援事業所すば

る 

岩出市高塚53 就労継続支援A型 平成 

25.1.26 

    就労継続支援B型  

 

和歌山県告示第127号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第5項において準用する同法第105条の2第3項の規定に

基づき届出のあった特定第2号漁業者の同意について、同法第108条第2項に規定する要件に適合すると認

められるので、同法第108条第5項において準用する同法第105条の2第4項の規定により告示する。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業 

区    域 区    分 加入区の名称 

和歌山東漁業協同組合の地区 東牟婁郡串本町大島、須江又は樫野に住所又

は根拠地を有する者が行う小型定置網漁業 

南紀第1 

 

和歌山県告示第128号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3192 岩出市中黒字髙圦538番の

一部 

和歌山市黒田一丁目2番17

号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 曽和勝彦 

平成 

25.1.17 

6.00 

6.00 

33.79

34.83

 

和歌山県告示第129号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成25年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号  指 定 位 置  

申 請 者 

住   所 指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 
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  氏   名  メートル メートル

3198 岩出市高塚字道端34番1の

一部、34番2の一部、43番2

の一部、43番3の一部、44

番2の一部、44番3の一部、

44番6の一部、里道 

和歌山市畑屋敷中ノ丁22番

地 

三商有限会社 

代表取締役 末吉節男 

平成 

25.1.17 

6.00 

6.00 

91.94

42.31

 

和歌山県告示第130号 

 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第22条第1項の規定により、次のとおり公有水面埋立ての埋立

てに関する工事のしゅん功を認可した。 

 なお、同条第3項の規定により、関係図書を和歌山市役所において告示の日から起算して10年を経過す

る日まで閲覧に供する。 

  平成25年1月29日 

和歌山下津港港湾管理者和歌山県    

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 しゅん功認可を受けた者 

（1）所在地 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 

（2）名称 和歌山県 

（3）代表者住所 和歌山県和歌山市東高松四丁目6番7号 

（4）代表者氏名 和歌山県知事 仁坂吉伸 

2 埋立区域 

（1）位置 

 和歌山市湊字青岸坪1337番2及び紀ノ川左岸背割堤の地先公有水面 

（2）区域 

 次の地点のうち、1の地点から6の地点までを順次結んだ線、平成19年和歌山県告示第957号（公有水

面埋立て工事のしゅん功認可）において認可された埋立地と公有水面との境界線（D.L.＋1.63mにより

決定）及び平成20年の春分の満潮位（D.L.＋1.60m）における公有水面と紀ノ川左岸背割堤との境界線

により囲まれた区域 

基点（国土地理院「青岸」三等三角点、和歌山県和歌山市湊1342番地） 

 北緯 34度13分19.3848秒 

 東経 135度8分32.4433秒 

1の地点 基点から72度20分44秒 1077.05mの地点 

2の地点 1の地点から155度56分45秒 5.02mの地点 

3の地点 2の地点から244度09分41秒 0.64mの地点 

4の地点 3の地点から155度56分45秒 7.01mの地点 

5の地点 4の地点から245度56分45秒 168.34mの地点 

6の地点 5の基点から249度57分39秒 111.62mの地点 

（3）面積 

 2,918.71㎡ 

3 埋立地の用途 

 ふ頭用地 

4 公有水面埋立免許の年月日及び番号 

 平成21年7月30日和歌山県指令20港振第688号 

5 しゅん功認可年月日 



    和歌山県報  第 2425 号 平成 25 年 1 月 29 日（火曜日） 

－ 8 － 

 平成25年1月18日 

 

和歌山県告示第131号 

 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第42条第1項の規定により、次のとおり公有水面の埋立てを承

認した。 

  平成25年1月29日 

和歌山下津港港湾管理者和歌山県    

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 埋立承認出願人 

（1）所在地 和歌山県和歌山市西汀丁16番 

（2）名称 国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 

（3）代表者氏名 国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 直原史明 

2 埋立区域 

（1）位置 

 海南市冷水156番地の地先公有水面 

（2）区域 

 S1ブロック 

 1の地点から6の地点を順次結んだ線及び6の地点と1の地点を結ぶ線により囲まれた区域 

 S2ブロック 

 7の地点から27の地点を順次結んだ線及び27の地点と7の地点を結ぶ線により囲まれた区域 

 基点（3級基準点3基H19-001、和歌山県海南市冷水188番2地先） 

 北緯 34度08分34.2032秒 

 東経 135度11分47.5486秒 

 S1ブロック 

1の地点 基点から89度56分29秒 41.86mの地点 

2の地点 1の地点から94度56分15秒 21.02mの地点 

3の地点 2の地点から89度19分44秒 6.77mの地点 

4の地点 3の地点から275度59分47秒 6.85mの地点 

5の地点 4の地点から279度17分23秒 19.93mの地点 

6の地点 5の地点から279度17分23秒 1.28mの地点 

 S2ブロック 

7の地点 3の地点から89度08分03秒 15.94mの地点 

8の地点 7の地点から80度30分56秒 10.44mの地点 

9の地点 8の地点から82度22分00秒 4.08mの地点 

10の地点 9の地点から79度44分35秒 18.13mの地点 

11の地点 10の地点から75度52分47秒 3.90mの地点 

12の地点 11の地点から66度08分37秒 14.52mの地点 

13の地点 12の地点から60度29分53秒 19.11mの地点 

14の地点 13の地点から62度10分20秒 6.91mの地点 

15の地点 14の地点から122度32分15秒 11.55mの地点 

16の地点 15の地点から56度44分24秒 6.04mの地点 

17の地点 16の地点から10度55分44秒 3.50mの地点 

18の地点 17の地点から65度50分24秒 18.22mの地点 

19の地点 18の地点から248度46分52秒 18.21mの地点 
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20の地点 19の地点から278度13分12秒 2.19mの地点 

21の地点 20の地点から268度52分02秒 10.77mの地点 

22の地点 21の地点から253度45分00秒 9.46mの地点 

23の地点 22の地点から246度17分53秒 18.73mの地点 

24の地点 23の地点から246度38分46秒 14.27mの地点 

25の地点 24の地点から248度45分01秒 3.85mの地点 

26の地点 25の地点から253度00分16秒 17.97mの地点 

27の地点 26の地点から258度02分08秒 4.05mの地点 

（3）面積 

 335.07㎡ 

3 埋立てに関する工事の施行区域 

（1）位置 

 海南市冷水156番地の地先公有水面 

（2）区域 

 1の地点から21の地点を順次結んだ線及び21の地点と1の地点を結ぶ線により囲まれた区域 

基点（3級基準点3基H19-001、和歌山県海南市冷水188番2地先） 

 北緯 34度08分34.2032秒 

 東経 135度11分47.5486秒 

1の地点 基点から89度56分29秒 41.86mの地点 

2の地点 1の地点から94度56分15秒 21.02mの地点 

3の地点 2の地点から89度19分44秒 6.77mの地点 

4の地点 3の地点から89度08分03秒 15.94mの地点 

5の地点 4の地点から80度30分56秒 10.44mの地点 

6の地点 5の地点から82度22分00秒 4.08mの地点 

7の地点 6の地点から79度44分35秒 18.13mの地点 

8の地点 7の地点から75度52分47秒 3.90mの地点 

9の地点 8の地点から66度08分37秒 14.52mの地点 

10の地点 9の地点から60度29分53秒 19.11mの地点 

11の地点 10の地点から62度10分20秒 6.91mの地点 

12の地点 11の地点から122度32分15秒 11.55mの地点 

13の地点 12の地点から56度44分24秒 6.04mの地点 

14の地点 13の地点から10度55分44秒 3.50mの地点 

15の地点 14の地点から65度50分24秒 18.22mの地点 

16の地点 15の地点から340度45分23秒 15.61mの地点 

17の地点 16の地点から262度40分06秒 18.87mの地点 

18の地点 17の地点から282度27分12秒 2.29mの地点 

19の地点 18の地点から259度04分50秒 9.06mの地点 

20の地点 19の地点から250度29分42秒 72.23mの地点 

21の地点 20の地点から275度06分58秒 44.31mの地点 

（3）面積 

 3,231.36㎡ 

4 埋立地の用途 

 道路用地 

5 公有水面埋立承認年月日 
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 平成25年1月18日 

    公安委員会告示 

和歌山県公安委員会告示第2号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の4第1項の規定により、指定講習機関として次の者を指定

した。 

  平成25年1月29日 

和歌山県公安委員会委員長 片 山 博 臣 

名称及び住所並びに代表者の氏名 
特定講習の業務を行う 

事務所の名称及び所在地 
特定講習の種別 

指定を

行った

年月日名  称 住  所 代表者の氏名 事務所の名称 事務所の所在地

株式会社岩出自

動車学院 

和歌山県岩出市

中島1008番地の

6 

喜多秀彰 岩出自動車学院 和歌山県岩出市

中島1008番地の

6 

取消処分者講習 平成 

24.12.28

 

    諸     報 

公     告 

 平成24年11月11日に実施した平成24年度和歌山県行政書士試験の合格者受験番号は、次のとおりである。 

  平成25年1月29日 

財団法人行政書士試験研究センター 

理事長 磯 部   力 

 受験番号 

5910008 5910011 5910015 5910038 5910043 5910058 5910084 5910094 5910116 5910119 

5910122 5910127 5910130 5910131 5910139 5910150 5910179 5910202 5910207 5910209 

5910226 5910234 5910235 5910311 5910315 5910319 5910327 5910401 5910468 5910535 
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